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63年４月

平成元年４月

12月

15年４月

20年４月

総務担当次長・業務担当次長の２次長制設置

総務課・建設課（建設第一係・建設第二係）の２課制設置

県北流域下水道建設事務所庁舎新築（福島市鎌田）

総務グループ・建設グループ（管渠担当・処理場担当）に組織改正

総務課・建設課（管渠担当・処理場担当）に組織改正

FAX (024)554-2932

② 沿 革

(1)

TEL (024)554-2011（代表・総務課）

土木部に下水道課新設（公共下水道係、流域下水道係）される昭和54年４月

57年４月

61年４月

阿武隈川上流流域下水道事業の沿革と概要

阿武隈川は、福島県と栃木県との境にある旭岳にその源を発し、県の中央部を北上して宮城県から
太平洋に注ぐ一級河川です。

流域面積は約5,405㎞
2
（福島県分4,088Km

2
）、延長は239Km（福島県分181Km）あり、県都福島市、

商都郡山市をはじめとする多数の市町村と県人口の半分以上がこの流域に集中し、上水道水源や工業
用水等として利用され、本県の産業振興や生活環境の保全に極めて重要な役割を果たしております。

しかし、人口の集中、産業の発展等が著しいために河川の水質悪化が顕著になり、その改善のため
昭和46年５月に水質環境基準の類型指定がなされました。

昭和47年には、福島、宮城の両県で阿武隈川水系における流域別下水道整備総合計画策定のための
調査が実施され、昭和49年に生活環境の改善と公共用水域の水質保全を効果的に図るために流域下水
道を設置することとした「下水道整備に関する基本計画」が策定されました。

福島県では、この基本計画を基に、阿武隈川上流流域下水道を福島市を中心とする『県北処理
区』、郡山市を中心とする『県中処理区』、二本松市を中心とするあだたら流域下水道『二本松処理
区』及び田村市を中心とする大滝根川流域下水道『田村処理区』に分けて流域下水道の整備を推進し
ております。

当事務所が所管する福島市、伊達市、桑折町、国見町の２市２町からなる『県北処理区』は、昭
和59年度から事業に着手し、平成８年４月に関連２市２町が同時に一部供用を開始しており、今年
で25年目を迎え、下水道の普及率向上のため、引き続き計画的な整備促進に努めてまいります。

(2) 事業所の沿革

① 事業所の名称･････福島県県北流域下水道建設事務所

〒960-0102　福島市鎌田字一本松43

下水道課に分室が設けられる（県北処理区担当）

下水道課国見駐在事務所が設置される

県北流域下水道建設事務所の設置

　　　       2012・2013（建設課）

１．管内の概要

県北流域下水道

建設事務所の概要
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平成２年３月 都市計画法及び下水道法の事業認可（変更都計法３月22日、下法３月１日）

平成元年12月

２年２月

10月

11月

63年４月

左岸幹線管渠工事に着手（国見町徳江地区）

県北処理区起工式（11月29日）

県北流域下水道建設事務所の設置

県北流域下水道建設事務所庁舎落成

都市計画決定の告示（２月20日一部ルートの変更外）

４月

９月

12月

60年３月

61年１月

浄化センター補償基準の協定調印（12月28日）

浄化センター用地契約調印（３月20日80名）

浄化センター用地契約調印（１月25日154名、全て調印完了）

下水道課国見駐在事務所の設置

都市計画決定の告示（９月２日汚水量の見直しによる変更）

都市計画法及び下水道法の事業認可（変更９月９日）

12月

59年１月

都市計画法及び下水道法の事業認可の告示（県報搭載）

58年７月

都市計画決定の認可の県報告示（９月28日告示第1321号）

都市計画法及び下水道法の事業認可（７月４日建設省福都下流発第２,３号）

都市計画法及び下水道法の事業認可の告示（７月15日建設省告示第1288号）

周辺対策事業の内容決定（12月26日）

浄化センター補償基準の発表（１月10日）

７月

９月

県北都市計画下水道決定の縦覧告示（７月20日～８月３日告示第319号）

第61回都市計画地方審議会議決（９月２日）

都市計画決定の認可（９月20日建設省福都計第24号）

12月

57年７月

要望書（周辺対策事業）に対して回答

国見町議会は浄化センター設置賛成決議

県北都市計画下水道の決定（事前協議）（７月15日建設省福都計発第24号）

７月

56年２月

11月

国見町議会は浄化センター設置反対の請願を採択（反対署名運動）

地権者と話し合い再開

国見町長より浄化センター設置に伴う要望書提出

52年１月

53年12月

54年４月

地権者に対し第１回目の浄化センター設置の説明会

国見町議会は浄化センター設置賛成決議

地権者会が浄化センター設置に対する公開質問状を国見町長及び町議会に提出

50年４月

９月

12月

国見町議会から浄化センター設置反対にかかる陳情書提出

国見長議会に対して浄化センター設置の協力要請

49年４月

５月

９月

(3) 事業の経過

昭和47年６月 阿武隈川流域別下水道整備総合計画策定着手

都市計画課に流域下水道係新設（下水道係と２係となる）

県北処理区の浄化センター位置選定について国見町長に協議

阿武隈川流域別下水道整備総合計画の承認申請

都市計画課内に下水道室設置
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平成２年９月 浄化センター水処理施設工事に着手

３年１月 国見幹線管渠工事に着手

11月 保原幹線管渠工事に着手

４年８月 浄化センター管理棟本館建築工事に着手

送風機棟プラント機械工事に着手

10月 暫定汚泥処理棟の建設工事に着手

11月 左岸幹線摺上川横断管渠工事に着手

12月 梁川幹線阿武隈川水管橋工事に着手

浄化センター場内整備工事に着手

11月 飯坂幹線管渠工事に着手

12月 梁川幹線管渠工事に着手

５年３月 国見幹線管渠工事完了

７月 浄化センター管理棟受変電設備工事に着手

水処理再利用施設の建設工事に着手

12月 都市計画法及び下水道法の事業認可（変更12月７日）

５月 都市計画決定の告示（５月31日一部ルート変更・区域の拡大）

７月 都市計画法及び下水道法の事業認可（変更７月18日）

飯坂幹線管渠工事完了

８年３月 保原幹線、梁川幹線管渠工事完了

４月 県北処理区第一期供用開始(福島市､桑折町､伊達町､国見町､梁川町､保原町､同時供用)

10年10月 都市計画決定の告示（10月２日一部ルートの変更）

都市計画法及び下水道法の事業認可（変更３月８日）

都市計画決定の告示（７月８日一部ルート延伸による変更外）

11月 都市計画法及び下水道法の事業認可（変更11月18日）

11年５月 下水道法の事業認可（変更５月31日）

11月 都市計画決定の告示（11月12日処理場用地の一部廃止）

６年７月

都市計画法及び下水道法の事業認可（変更７月21日）

左岸幹線管渠工事貫通式（10月７日浄化センターから福島市鎌田地内）10月

都市計画決定の告示（２月23日一部ルートの変更）７年２月

３月

20年10月 下水道法の事業認可（変更10月17日）

４月 都市計画決定の告示（変更４月８日・右岸幹線ルートの一部変更）

４月 都市計画法及び下水道法の事業認可（変更４月28日）

９月 都市計画法の事業認可（変更９月10日）

10月 下水道法の事業認可（変更10月２日）

16年３月 都市計画法及び下水道法の事業認可（変更３月31日）

17年２月 下水道法の事業認可（変更２月25日）

13年１月 都市計画決定の告示（１月19日一部ルート延伸による変更外）

３月 都市計画法の事業認可（変更３月９日）

下水道法の事業認可（変更３月23日）

14年４月 都市計画決定の告示（４月５日後続幹線を右岸幹線に変更外）

県北流域下水道

建設事務所の概要
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(1) 内部組織

(2) 事務分掌

課　名 主　な　事　業　の　内　容

所内の総務全般に関すること

庁費及び事業費の執行並びに収入に関すること

管渠施設の維持保全に関すること

処理場工事にかかる調査・設計・計画に関すること

処理場工事にかかる監督及び施工管理に関すること

処理場施設の維持保全に関すること

用地の取得及び補償に関すること

管渠工事にかかる調査・設計・施工に関すること

管渠工事にかかる監督及び施工管理に関すること
建
　
設
　
課

管渠担当

処理場担当

総　務　課

所 長

次 長

（総務）

次 長

（業務）

総務課

課 長

建設課

課 長

管渠担当

処理場担当

課員

２．行政機構など
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・下水道法上の下水道以外のもの

4

3

1 2

1 1

4 21 1 1 15

(4) 下水道の種類

合 計
1 1 1 1 1

管 渠 担 当

処 理 場 担 当

1

1

（平成21年４月１日現在）

1

事 務 所

総 務 課

建 設 課

1 1 1

次

長

課

長

主

任

主

査

電

気

技

師

専

門

行　　　政　　　職

兼（1）

副

主

査

8

1 1

1

兼（1）

1

(3) 職 員 数

2

建

築

技

師

主

任

技

師

主
任
運
転
手

技
能
職

　　　　　　　　　　　　　　　職　名

3

専

門

員

所

長

主

幹

計主

査

4

2 211

兼（1） 兼（1）

課 名

｢下水道｣

下水道法の下水道

下水道類似施設

排 水 施 設

農業集落排水施設(農林水産省)

道 路 側 溝

コミュニティ・プラント(環境省)

家庭個別浄化槽(環境省)

潅漑排水施設

公共下水道

流域下水道

川や湖、海などの水質保全を効

果的に行うために二つ以上の市

町村で集めた下水を浄化セン

ターで処理する下水道です。

・各家庭の下水を集める下水管

は市町村が作ります。

・市町村が集めた下水は、県が

作った流域下水道の幹線管渠を

通って浄化センターに集められ、

きれいな水に生まれ変わります。

(狭義の公共下水道)

主として市街地における下水を処理す

るために、市町村が管理する下水道。

非市街地の自然公園や農山漁村等にお

ける下水を処理する下水道。

特定環境保全公共下水道

特定公共下水道

主に工場や事業場からの排水を処理す

る下水道。

都 市 下 水 路
主として市街地内の浸水被害を防止す

るために雨水や雑排水を排除する下水

道。

１

４

５

２

３

県北流域下水道

建設事務所の概要
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水 質

昭和59年度～

Ｌ＝55.9Km　φ400mm～φ1,650mm

関 連 市 町 村

２ヵ所（梁川・伊達）

(1) 阿武隈川上流流域下水道（県北処理区）事業計画

　　　 　　 計画別
項　目

全　体　計　画 事　業　計　画

県北浄化センター(伊達郡国見町大字徳江地内　43.4ha)

BOD　220mg/ℓ(流入)→15mg/ℓ(放流)，SS　200mg/ℓ(流入)→20mg/ℓ(放流)

計 画 事 業 期 間

計画処理区域面積

計 画 処 理 人 口

排 除 方 式

処 理 方 式

管 渠

ポ ン プ

川町、旧保原町）、桑折町、国見町

平成59年度～平成23年度

8,787ha 4,540ha

305,990人 201,710人

福島市、伊達市（旧伊達町、旧梁

(水質環境基準：Ｂ－口)
阿　武　隈　川

(水質環境基準：Ｂ－口)

197,890(ｍ3／日) 115,280(ｍ3／日)

中 継 ポ ン プ 場 １ヵ所（伊達）

計画汚水量(日最大)

分　流　式

標準活性汚泥法 標準活性汚泥法

マンホール

分　流　式

処 理 場

Ｌ＝56.0Km　φ400mm～φ1,650mm

放 流 先
阿　武　隈　川

福島市、伊達市（旧伊達町、旧梁
川町、旧保原町）、桑折町、国見町

３．事業の概要
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市単独整備
面積を除く

3.3

12.0

48.3%

20.6%

31.7%

45.3%

30.6%

49.1%

S62～H23

S63～H23

H 1～H23

H 1～H23

S63～H23

S63～H23

5.4

52.6%

2,816.4

103.0

246.7 62.9%

4.0

40.5%

161.6

511.3

117.1

132.5

32.9%

41.0%

35.2%

φ ＝400mm～φ 1,650mm φ ＝400mm～φ 1,650mm

122,920m3/日

(３系列14池)

52,100ｍ3/日 26.3%
処
 

理
 

場
 

工

(１系列６池)

52,680m3/日

197,890ｍ3/日 115,280ｍ3/日

処理能力

処理水量
（日最大）

197,890m3/日

(４系列22池)

100.0%

100.0%

100.0%

87.2%

26.6%

国見幹線

同　　左

同　　左

同　　左

幹線接続となる。

全体計画では右岸

飯坂幹線

梁川幹線

100.0%

64.3%
※換算延長

Ｌ＝1,790m

φ ＝400mm～φ 600mm

Ｌ＝3,380m

φ ＝400mm～φ 800mm

Ｌ＝2,680m

Ｌ＝930m　φ ＝700mm

Ｌ＝56,020m

φ ＝400mm～φ 1,650mm

φ ＝400mm～φ 600mm

保原幹線

Ｌ＝55,940m

Ｌ＝11,090m(※)

φ ＝1,650mm

Ｌ＝29,550m Ｌ＝29,550m

φ ＝600mm～φ 1,500mm φ ＝600mm～φ 1,500mm

同　　左同　　左

同　　左右岸幹線
Ｌ＝17,260m

φ ＝1,650mm

Ｌ＝2,140m

φ ＝400mm～φ 500mm

計

同　　左

Ｌ＝48,880m

Ｌ＝30,520m

φ ＝600mm～φ 1,500mm

備　　考

（平成21年３月末日現在）

国 見 町 流関 61.8%

桑 折 町 流関 45.6%

左岸幹線

全 体 計 画（Ａ） 事 業 計 画 （Ｂ） 整 備 状 況 （Ｃ）
全体に対す

る整備率

(Ｃ)／（A)

46.3%141.7

管
　
　
渠
　
　
工

152

155

3,577.3

3.9

96.8%

流関 363 5.5 35.8%

計

9.2

23.0

5.6

4.8

201.7

旧伊達町

旧梁川町

旧保原町

伊
達
市

流関

流関 52.8%

54.6%

392

491 16.0 268

306.0合　計 4,540

52.8%

40.7%51.7%

52.1%福 島 市 流関 6,957 168.3

605

計画人口

207

252.0

10.8

11.0

48.6%

28.4%

（平成21年３月末日現在）事 業 計 画

都  市  名
種
別

面整備状況

面　積

(ha)Ｅ

水洗化
人口

(千人)Ｆ

全体に
対する率

Ｆ／Ｂ

水洗化人口状況全 体 計 画

(千人)Ｂ

計画面積

(ha)Ｃ

計画人口

(千人)Ｄ

全体に
対する率

Ｃ／Ａ

事　業　計　画

認　可

期　間

8.3

計画面積

(ha)Ａ

(2) 県北処理区事業計画と整備状況

①

全体計画
に対する

率
Ｅ／Ａ

121.8

3.3

3,628

130

備　考

同　　左

1,246

333

251

8,787

37.8

8.6

7.6

② 整 備 状 況

種　　別

県北流域下水道

建設事務所の概要
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21年度
計　画

2系列3､4池水処理（土木）
№６汚水ポンプ

62,816 69.0%

66,905 73.4%

69,096 75.8%

1,402

1,484

2,131

2,376

64,205

2,177

3

0

0

14

3

汚泥処理棟増築(土木)
塩素混和池増設(土木)

56.0%

53,265 58.5%

55,574 61.0%

60,665 66.6%

58,086 63.8%2,486

14 1,710 64,526

34,209

67

2,379

29 2,248

21 2,309

26 2,512

0 0

29

0

0

26

11

51,017

3,459

65

38

37.6%

37,336 41.0%

41,918 46.0%

45,377 49.8%

49,058 53.9%

33.1%

12,015 13.2%

15,406 16.9%

20,696 22.7%

24,332 26.7%

水処理　ポンプ棟　道路

水処理
2,089

2,200

3,198

4,930

145
31

30,181

149 2,349

107
0 37

町道改良舗装

0 25
町道改良舗装

502
放流ポンプ

2,735

1,336

1,786

2,089

3,421

1,198
水処理施設

（３、４池土木）
汚泥処理

（建築機械、電気）

1,945

595
水処理施設

（５、６池土木）
汚
泥
濃
縮
機

883
汚水・放流ポンプ
砂ろ過器、除塵機

3,636

1,933

2,219

4,5173,319

0
５・６池設備
№４送風機

397

発
電
機

2,288

2,568

1,793

1,536

2,659

3,424

小　計

５

310

931
管理棟、ポンプ棟、送風機棟
管廊、濃縮槽、塩素混和池

補　助　事　業　費

管　渠　工

41,300

Ｌ＝56.0Km

45,157
Ｌ＝55.9Km

(平成20年度）

3,952

用地　道路　事務所

3,825

1,521

2,267

5,495

事　業
区　分 中　継

ポンプ
場

処　理　場

全体事業費

679

0 0 14

計 223 24,566 1,299 462 939

1,615

39,416

Ｌ＝48,880Km

562

Ｌ＝0.446Km

2,700 66,905

14 2,191

17
町道改良舗装

76

43
87

橋梁換　道路改良
広場整備

0

170

3,060

9,666

65

80 180

0

00

0

0

94
橋梁換　道路改良
広場整備　便所

2,233

193 3,391

5,290360

124

6,674 16 163
町道改良舗装

580

5,339

事業年次別整備額一覧表

認可事業費 462 1,239

84,000

単　独　事　業　費

周辺対策事業
(水道水源移転を

除く)

水　　道
水源移転

管渠処理場工
(道路補修・借
地・処理場等)

2,000

昭和～平成

57～元
0

83,427

10.6%144

40,700 1,299 462

1,779

(平成20年度）
223

38,047
1,299

合　計

7,433 8.2%

（平成21年３月末日現在）

86,427

小　計

7,100 91,100

3,000

759 7,433

事業所
累計

進捗率

平成

20 0 892

3,336

水質試験機器
総合試験運転

(3)

2,849

自家発電
(電気）

放流ポンプ
(電気）

352
水処理（２池、機械・電気）

528

汚
泥
濃
縮
機

12 0 2,171 0 0 45

1,476

1,465

水処理
（３、４池

機械、電気）

0 0 38

13 0

566 1,696 0

14 0

15

16

17

0

６

４ 0

010

２ 0

３

0

5

0

９ 0

７ 218

８

0

1,338

11 0

19 1,130 0

18 0 0

0

2,028 0 540

1,959

20 2,151

0 0 11

0 0 26

0 0 21

0 20

0

2,579６
池
設
備 729

№２脱水機、№６放流ポンプ
№２非常用発電機

２系列１、２池
水処理施設(土木)
２系列送風機棟
電機気室(建築)

70.8%

165 33
162

橋梁換　道路改良
ｻｲｸﾙﾓﾄｸﾛｽ広場

3,137　ポンプ棟（機械）
放流ポンプ棟、場内整備

処理水再利用施設汚泥処理

汚泥処理棟増築

（建築・電気・機械）

2系列3､4池水処理（土木）

3,636

4,582

354 5,849

76 4,028

67 3,127

45 3,681

26

1,795
管理棟

監視制御
水処理

(1池機械・電気)

2,618

汚泥処理
放流ポンプ塩混(機)

放流口自家発電
300
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　　２系列１、２池（機械・電気・附帯工）

　　２系列３、４池（土木）

・汚泥処理

　　汚泥処理棟増築（建築）

　　№３汚泥濃縮・脱水機（機械）

県単独事業（14百万円）

・管渠工　　　（補償費及び補修費等）

・処理場工　　（環境整備及び補修費等）

　

水処理施設（２系列１、２池・土木）

水処理施設 水処理施設

推進機到達状況

処理場工事 管渠工事（古新田工区）

反応タンク内部 最終沈殿池内部

(4) 平成21年度事業計画（当初）

①

推進機投入状況

・水処理施設

処理場工事（1,615百万円）

管渠工事（562百万円）イ

ロ

右岸幹線〔(　)内は換算延長を示す。〕

・推進工　　　φ1,650mm　Ｌ＝2,215（272）ｍ　

国庫補助事業（2,177百万円）

②

県北流域下水道

建設事務所の概要
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県北処理区管渠計画概要図
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県北流域下水道

建設事務所の概要

（2系列）
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(3)

(1)

(4)

(2)

全職員で被害に関する情報収集、応急対策に当たる。

非常配備体制（４号配備）
①県北地方各地に大規模な下水道被害が発生し広域的に応急対策が必要となる場合

組織及び機能の全てをあげて情報収集、応急対策に当たる。

福島県下水道防災計画に基づき、災害の発生による下水道被災の予防及び応急復旧対策を実施する
ことにより、住民の生命、身体及び財産を保全することを目的とし、災害対応体制を下記のとおり定
める。

記

1. 水防配備体制は次の四段階に分類する。（各配備体制は別表のとおり）

特別警戒配備（１号配備）
①中通り北部に大雨、洪水の気象警報が発表された場合
②阿武隈川の水位が39.80ｍ（放流ポンプ運転水位）を超えた場合
③震度４の地震が発生した場合

所要の人員で被害に関する情報の収集、連絡及び応急対策を実施し、状況に応じて特別警戒
体制の設置に移行できる体制とする。

特別警戒体制（２号配備）
①大雨、洪水の気象警報が発表され下水道被害が予想又は発生した場合
②阿武隈川の水位が42.77ｍ（氾らん注意水位）を超えた場合
③震度５（弱）以上の地震が発生した場合

建設課全員で被害に関する情報の収集、連絡及び応急対策を実施し、状況に応じて非常配
備体制の設置に移行できる体制とする。

非常配備体制（３号配備）
①局地的に激甚な下水道被害が発生し拡大の恐れがある場合
②阿武隈川の水位が43.77ｍ（避難体制水位）を超えた場合
③震度６（弱）以上の地震が発生した場合

４．災害対応体制

- 12 -



○特別警戒配備（１号配備）

○非常配備体制（３号配備・４号配備）

○特別警戒体制（２号配備）

注）※担当者は「災害対策県北地方本部事務局員」となった場合、これを優先する。

災害対策本部設置前

災害対策本部設置後

総 括

関根次長(業務)
輪番体制（２名）芦野建設課長

総 括

続 橋 所 長

副 総 括

鷺主幹(総務)

副 総 括

関根次長(業務)

連絡情報班

(関係機関連絡調整)

調 査 班

（パトロール）

機 動 班

(必要物資輸送)

復 旧 班

（修繕等指示）

班長 樅山主査(※)

高橋主査

猪俣専門員

班長 芦野建設課長

加藤主査

横田主任運転手

班長 大竹専門電気技師

斎藤主査

渡部主任建築技師

班長 半沢主任主査

塚西副主査

小水副主査

総 括

続 橋 所 長

副 総 括

鷺 主 幹(総務)

関根次長(業務)

調 査 班

機 動 班

班長 芦野建設課長

大竹専門電気技師

加藤主査

班長 半沢主任主査

斎藤主査

渡部主任建築技師

県北流域下水道

建設事務所の概要
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下水道まつり全景 下水道クイズラリー

県
北
浄
化
セ
ン
タ
ー
入
口

９月10日は「下水道の日」です。この日にちなんで、下水道のＰＲと下水道事業への県民の理解を
深めてもらうため、毎年９月に、当県北処理区では福島県下水道公社、県、関連市町が中心となっ
て、国見町の「県北浄化センター」において下水道まつりを開催しています。

平成20年は、９月７日に下水道まつりを開催しました。当日は下水道施設の開放、見学会や各種イ
ベントを実施し、多くの家族連れで終日にぎわいました。

① 『下水道まつり』について

５．知識の普及活動
下水道に関する

かわせみの

カーボー

下水道

まつりだよ！

『

』マスコットキャラクター
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１００

中瀬町工区№２６立坑現場

処理場

平成20年9月8日(月)

平成20年8月11日(月)

福島明成高等学校

福島大学

４

３０

９４ 人

１０ 人

平成20年4月5日(土) 現場近隣　４町内会　

平成20年7月13日(日) 現場近隣　２町内会　 ３８ 人 中瀬町現場

人

人

愛宕山現場人

内　　容参　加　者　数団　体　名開　催　日

② 『出前講座』と『見学会』について

・実施状況

当建設事務所では、流域関連市町（福島市・伊達市・桑折町・国見町）の小中学生や地域住民の皆
様と共に「河川と暮らし」や「生態系と環境の保全」、処理場での説明も「出前講座」としている。
「下水道事業の役割」等について考えるため、平成15年度から職員が講師となって学校や処理場へ出
向き講義を行う『出前講座』と下水道工事現場や処理場の『見学会』を行っています。

１９ 人

４７１ 人

人

１２３ 人

１９ 人

出前講座、処理場

出前講座、処理場平成21年1月7日(水)
保原中央公民館
保原少年教室

福島市立渡利小学校
（６年生）

計

平成20年7月4日(金)

平成20年8月8日(金)

平成20年8月29日(金)

平成20年9月27日(土)

平成20年11月18日(火)

出前講座、処理場、愛宕山現場

市町村下水道担当者
職員研修

中瀬町現場

福島市立岡山小学校
（４年生）

研修生 愛宕山現場

平成21年2月6日(金) 松川地区衛生団体

処理場、愛宕山現場現場近隣　１町内会　 ３０

出前講座、処理場

４ 人

はい説明を始めます

パンフレットでも

紹介しています

県北流域下水道

建設事務所の概要
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（財）福島県下水道公社理事長賞

福島市立大笹生小学校

（財）福島県下水道公社副理事長賞

国見町藤田小学校　４学年

三
み

　木
き

　孝
あつ

　哉
や

５学年

宍
しし

　戸
ど

　千
ち

　夏
か

県北浄化センターポスターコンクール入賞作品平成２０年度
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大
おお

　沼
ぬま

　卓
たく

　登
と

（財）福島県下水道公社

県北浄化センター所長賞

福島市立岡山小学校

４学年

阿武隈川上流県北流域

下水道促進協議会長賞

福島市立第二小学校

４学年

菅
すが

　原
わら

　伊
い

　織
おり

県北浄化センターポスターコンクール入賞作品平成２０年度

県北流域下水道

建設事務所の概要
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▲県北浄化センター管理棟

汚泥処理棟建設中

水処理施設（土木）建設中

▲
▲

６．施設など
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●スーパーいちい

●卸売団地

至
仙
台

●
広
域
消
防

県道飯坂保原線

大原医療

センター ●

●

福
島
学
院
大

●

至
郡
山

国
道
4
号
線

北信中●

庁舎

●
北
信
支
所

●カワチ



福島県県北流域下水道建設事務所

〒960-0102 福島県福島市鎌田字一本松４３番地

TEL０２４-５５４-２０１１ (代 ) FAX０２４-５５４-２９３２

ＵＲＬ:http://www.pref.fukushima.jp/kenpokuryuuiki/

e-mail:kenpoku.ryuuiki@pref.fukushima.jp
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